
 
小
値
賀
町
議
会
第
二
回
臨
時
会
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
午
後
三
時
、
小
値
賀
町
役
場
議
場
に
招
集
さ
れ
た
。 

  

一
、
出 
席 

議 

員 
 
 
 
 
 

 

十 

人 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一

番 
 
 
 
 

近

藤

育

雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二

番 
 
 
 
 

松

屋

治

郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三

番 
 
 
 
 

宮

﨑

良

保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四

番 
 
 
 
 

末

永

一

朗 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

五

番 
 
 
 
 

土

川

重

佳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六

番 
 
 
 
 

小

辻

隆

治

郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七

番 
 
 
 
 

浦

 

英

明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八

番 
 
 
 
 

岩

坪

義

光 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九

 

番 
 
 
 
 

伊

藤

忠

之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十

番 
 
 
 
 

立

石

隆

教 

   

二
、
欠 

席 

議 

員 
 
 
 
 
 

 

な 

し 

  



 

三
、
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
説
明
の
た
め
、
こ
の
会
議
に
出
席
し
た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町

長 
 
 
 
 

西

 

浩

三 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

副

町

長 
 
 
 
 

谷

 

良

一 

教

育

長 
 
 
 
 

筒

井

英

敏 

会

計

管

理

者 
 
 
 
 

熊

脇

一

也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総
務
課
長
兼
財
政
課
長 

 
 
 
 

中

川

一

也 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住

民

課

長 
 
 
 
 

吉

元

勝

信 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産

業

振

興

課

長 
 
 
 
 

西

村

久

之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産
業
振
興
課
専
門
幹 

 
 
 
 

蛭

子

晴

市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建

設

課

長 
 
 
 
 

升

 

水

 

裕

 

司 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

診

療

所

事

務

長 
 
 
 
 

尾

野

英

昭 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教

育

次

長 
 
 
 
 

尾

﨑

孝

三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農
業
委
員
会
事
務
局
長 

 
 
 
 

松

本

充

司  

      



 

四
、
本
会
議
の
事
務
局
職
員
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議

会

事

務

局

長 
 
 
 
 

大

田

一

夫 

     

五
、
議 

事 

日 

程 

  
 
 
 

別
紙
の
と
お
り
で
あ
る
。 

            



  
 
 
 
 
 

議 
 

 

事 
 

 

日 
 

 

程 

  

小
値
賀
町
議
会
第
二
回
臨
時
会 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
（
金
曜
日
） 

 

午
後
三
時
零
分 
 

開 

会 

 

第 

一 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
（ 

近
藤
育
雄
議
員 

・ 

松
屋
治
郎
議
員 

） 

第 

二 
 

会

期

決

定 

第 

三 
 

議
案
第
二
四
号 
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

第 

四 
 

議
案
第
二
五
号 
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 
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午
後
三
時
零
分
開
会 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

こ
ん
に
ち
は
。 

 
た
だ
い
ま
か
ら
平
成
二
十
四
年
小
値
賀
町
議
会
第
二
回
臨
時
会
を
開
会
し
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

本
日
の
議
事
日
程
は
お
手
元
に
配
付
し
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 

本
日
の
会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
一
番
・
近
藤
育
雄
議
員
、
二
番
・
松
屋
治
郎
議
員
を
指
名
し
ま
す
。 

 

日
程
第
二
、
会
期
決
定
の
件
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

本
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
間
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
会
期
は
本
日
一
日
間
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
三
、
議
案
第
二
四
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
議
題
と
し
ま
す
。 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町

長 

町
長
（
西 

浩
三
） 

改
め
ま
し
て
こ
ん
に
ち
は
、
ど
う
も
、
本
年
度
、
第
二
回
目
の
臨
時
会
を
招
集
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
の
皆
様
に
は
大 

変
ご
多
忙
の
と
こ
ろ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
出
席
を
賜
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

早
速
、
議
案
第
二
四
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
の
提
案
理
由
に
つ 

い
て
ご
説
明
を
い
た
し
ま
す
。
今
回
の
改
正
は
、
今
般
、
小
値
賀
町
柳
郷
七
七
一
番
地
一
に
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
、
近
藤
達
男
邸
が
完
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成
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
ま
し
て
、
本
条
例
第
二
条
に
近
藤
達
男
邸
を
新
た
に
追
加
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
提
案
を
申
し
上
げ

た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
ま
し
て
、
昨
年
七
月
に
四
棟
目
の
体
験
交
流
館
が
オ
ー
プ
ン
し
て
お
り
ま
す
の
で
五
軒
と
な
り
、
更
な
る

観
光
客
の
誘
致
に
繋
が
る
も
の
と
期
待
を
し
て
お
り
ま
す
。 

附
則
と
い
た
し
ま
し
て
、
本
条
例
は
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
適
正
な
ご
決
定
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土

川

議

員 

五
番
（
土
川
重
佳
） 

こ
の
名
称
で
す
け
ど
も
、
今
ま
で
は
、
ひ
ら
が
な
で
、
四
軒
と
も
行
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
漢
字
に
な
っ
た
経
緯
と 

か
理
由
と
か
何
か
あ
る
ん
で
す
か
ね
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

町

長 

町
長
（
西 

浩
三
） 

今
ま
で
は
、
ひ
ら
が
な
に
し
て
お
り
ま
し
た
け
ど
も
、
誰
の
、
ど
な
た
が
寄
付
し
て
い
た
だ
い
た
か
と
、
そ
う
い
う
こ
と 

も
分
か
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
指
定
管
理
者
の
方
で
名
前
を
一
部
変
え
る
可
能
性
も
あ 

る
か
と
思
い
ま
す
が
、
条
例
で
は
近
藤
達
男
さ
ん
の
家
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
い
う
名
前
に
し
て
お
り
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

ほ
か
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

質
疑
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
二
四
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
採
決
し
ま
す
。 

お
諮
り
し
ま
す
。 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
二
四
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
は
、
原
案 

の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
四
、
議
案
第
二
五
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

本
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町

長 

町
長
（
西 

浩
三
） 

議
案
第
二
五
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
、
提
案
理
由
を
ご
説
明
い
た
し
ま 

す
。 地

方
自
治
法
、
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
及
び
先
程
、
議
案
第
二
四
号
で
ご
承
認
い
た
だ
き
ま
し
た
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の 

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
ご
提
案
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
該
当
施
設
は
、
小
値
賀
町
柳
郷
七
七
一
番
地

一
に
、
新
た
に
設
置
さ
れ
る
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
、
近
藤
達
男
邸
で
ご
ざ
い
ま
す
。
指
定
管
理
者
に
し
よ
う
と
す
る
団
体
は
、
管
理
実

績
の
あ
る
小
値
賀
町
笛
吹
郷
二
七
九
一
番
地
一
三
の
『
株
式
会
社 

小
値
賀
観
光
ま
ち
づ
く
り
公
社
』
で
、
そ
の
指
定
の
期
間
は
、
平
成
二
十
四

年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
考
え
て
お
り
ま
す
。 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
適
正
な
ご
決
定
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 
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議
長
（
立
石
隆
教
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
二
五
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
二
五
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

以
上
で
、
本
臨
時
会
に
付
議
さ
れ
た
案
件
の
審
議
は
、
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

こ
れ
で
、
平
成
二
十
四
年
小
値
賀
町
議
会
第
二
回
臨
時
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。 

ど
う
も
ご
苦
労
様
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

   

― 

午 

後 
 

三 

時 
 

六 

分 
 

閉 

会 

― 

  

 


